
太
陽
光
発
電
設
備
へ
の

補
助
を
継
続
し
ま
す

　

町
で
は
地
球
温
暖
化
防
止
対

策
の
た
め
、
住
宅
用
太
陽
光
発

電
設
備
を
設
置
す
る
方
へ
設
置

費
用
を
補
助
し
ま
す
。

▼
補
助
対
象
と
な
る
設
備　

次

の
①
か
ら
③
の
全
て
を
満
た
す

も
の
①
余
剰
電
力
を
電
力
会
社

に
送
電
で
き
る
よ
う
、
設
備
を

商
用
電
力
と
連
系
し
て
い
る
も

の
②
設
備
の
最
大
出
力
が
10
Ｋ

Ｗ
未
満
で
あ
る
も
の
③
申
請
時

に
お
い
て
未
使
用
の
設
備

▼
補
助
金
の
額　

太
陽
電
池
容

量
の
最
大
出
力
1
Ｋ
Ｗ
あ
た
り

2
万
円
（
上
限
8
万
円
）

▼
補
助
対
象
者　

次
の
①
か
ら

④
の
全
て
を
満
た
す
方
で
、
平

成
30
年
2
月
28
日
ま
で
に
設
置

工
事
が
完
了
す
る
方
①
国
見
町

内
に
自
ら
が
居
住
し
て
い
る
又

は
居
住
し
よ
う
と
す
る
住
宅
に

対
象
と
な
る
設
備
を
設
置
す
る

方
、
又
は
対
象
と
な
る
設
備
が

設
置
さ
れ
た
町
内
の
住
宅
等
を

購
入
し
、
居
住
し
よ
う
と
す
る

方
②
申
請
年
度
内
に
、
電
力
会

社
と
太
陽
光
発
電
余
剰
電
力
の

受
給
を
開
始
し
た
方
③
町
税
等

を
滞
納
し
て
い
な
い
方
④
過
去

に
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
に
関

し
て
、
町
か
ら
補
助
金
の
交
付

を
受
け
て
い
な
い
方

※
太
陽
光
発
電
設
備
が
設
置
さ

農業委員会からの
お知らせ

　6 月の農業委員会定例総会は次のと
おりです。傍聴においでください。

　◆日　時　6 月 16 日金　
　　　　　　午後 1 時 30 分から
　◆場　所　国見町役場
　　　　　　2 階　大会議室

　
　◆問い合わせ　農業委員会事務局
　　　　　　　　☎ 585-2890

れ
た
中
古
住
宅
を
購
入
す
る
場

合
は
、
補
助
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。

　

予
算
に
限
り
が
あ
る
た
め
、

補
助
金
が
予
算
の
上
限
に
達
し

た
場
合
は
補
助
を
打
ち
切
る
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承

く
だ
さ
い
。
な
お
、
必
要
書
類

に
つ
い
て
は
、
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
企
画
情
報
課
総
合
政
策
室

☎
５
８
５
‐
２
２
１
７

国
民
年
金
保
険
料
の
免

除
制
度

　

収
入
が
少
な
い
な
ど
の
理
由

で
国
民
年
金
を
納
め
ら
れ
な
い

人
の
た
め
に
免
除
制
度
や
納
付

猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
に
は
全
額
免
除
の
ほ

か
、
４
分
の
3
、
２
分
の
１
、

４
分
の
１
を
納
付
す
る
と
残
り

の
保
険
料
が
免
除
と
な
る
一
部

免
除
や
50
歳
未
満
の
人
が
対
象

と
な
る
納
付
猶
予
制
度
が
あ

り
、
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主

の
各
々
の
前
年
の
所
得
等
で
審

査
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
免
除
等

を
受
け
た
過
去
の
期
間
の
保
険

料
は
、
10
年
前
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

　

平
成
29
年
度
分
の
免
除
等
の

申
請
受
付
は
７
月
か
ら
と
な
り

ま
す
の
で
、
免
除
等
を
希
望
さ

れ
る
人
は
、
年
金
手
帳
・
印
鑑

を
お
持
ち
の
う
え
、
町
保
健
福

祉
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
健
福
祉
課
国
保
係

☎
５
８
５
‐
２
７
８
５

東
北
福
島
年
金
事
務
所

☎
５
３
５
‐
０
１
４
１

くらしの情報

児
童
手
当
の
現
況
届

　

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る

人
は
6
月
に
現
況
届
を
提
出
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
該
当
す
る
人
に
は
現
況
届

の
案
内
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

送
付
の
あ
っ
た
人
は
6
月
30
日

金
（
土
日
は
除
く
）
ま
で
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
現
況
届
の

提
出
が
な
い
場
合
、
6
月
分
以

降
の
手
当
の
支
給
が
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

※
平
成
29
年
1
月
1
日
現
在
で

国
見
町
に
住
所
の
な
い
人
は
、

前
住
所
地
の
市
町
村
か
ら
「
平

成
29
年
度
所
得
・
課
税
証
明
書
」

を
取
り
寄
せ
て
、
あ
わ
せ
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
健
福
祉
課
国
保
係

☎
５
８
５
‐
２
７
８
５

住
宅
の
耐
震
診
断
を
し

て
み
ま
せ
ん
か
？

　

町
で
は
木
造
住
宅
耐
震
診
断

者
派
遣
事
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。
建
築
士
が
耐
震
診
断
を
行

い
、
耐
震
改
修
計
画
を
策
定
し

ま
す
。
併
せ
て
、
耐
震
改
修
に

か
か
る
概
算
費
用
を
算
出
し
ま

す
。

▼
対
象　

①
所
有
者
が
自
ら
居

住
す
る
住
宅
②
昭
和
56
年
5
月

31
日
以
前
に
工
事
に
着
手
し
た

戸
建
て
住
宅
※
そ
の
他
要
件
が

あ
り
ま
す
の
で
、
建
設
課
へ
相

談
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
間　

12
月
28
日
木
ま

で※
木
造
住
宅
耐
震
診
断
に
よ
り

耐
震
改
修
計
画
を
策
定
し
た
人

に
木
造
住
宅
耐
震
改
修
に
関
す

る
費
用
の
支
援
措
置
が
あ
り
ま

す
。

▼
支
援
内
容　

①
全
面
改
修
は

最
大
１
０
０
万
円
の
助
成
②
簡

易
改
修
・
部
分
改
修
は
最
大

60
万
円
の
助
成
。
な
お
、
工
事

費
用
の
2
分
の
1
が
上
限
額
と

な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
建
設
課

へ
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
間　

12
月
28
日
木
ま

で問
建
設
課
管
理
係

☎
５
８
５
‐
２
９
７
２

文
化
活
動
を
支
援
し
ま
す

（
公
財
）
福
島
県
文
化

振
興
財
団
助
成
事
業

　

県
民
の
皆
さ
ん
の
文
化
活
動

お
知
ら
せ

を
支
援
す
る
（
公
財
）
福
島
県

文
化
振
興
財
団
で
は
、
現
在
、

平
成
29
年
度
後
期
分
の
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▼
対
象
事
業　

平
成
29
年
10
月

1
日
か
ら
平
成
30
年
3
月
31
日

ま
で
に
行
う
次
の
事
業
①
広
く

県
民
に
公
開
す
る
文
化
活
動
の

成
果
発
表
（
美
術
展
、音
楽
会
、

演
劇
等
の
公
演
、
文
芸
誌
出
版

等
）
②
県
の
代
表
や
公
的
機
関

か
ら
の
招
へ
い
に
よ
り
国
内
の

発
表
会
等
へ
参
加
す
る
事
業
③

被
災
者
文
化
活
動
支
援
事
業

▼
対
象
者　

県
内
に
住
所
を
置

き
活
動
の
本
拠
を
有
す
る
文
化

団
体
等

▼
助
成
金
額　

助
成
対
象
経
費

の
3
分
の
1
も
し
く
は
2
分
の

1
、
ま
た
は
3
分
の
2
以
内
の

額
※
対
象
事
業
の
区
分
に
よ
り

限
度
額
あ
り

▼
申
込
方
法　

所
定
の
申
請
書

に
記
入
の
う
え
、
必
要
書
類
を

添
付
し
、
国
見
町
教
育
委
員
会

の
窓
口
に
提
出

▼
申
込
期
限　

8
月
28
日
月
必

着問
生
涯
学
習
課
文
化
ス
ポ
ー
ツ

係☎
５
８
５
‐
２
６
７
６

労
働
困
り
ご
と
相
談
窓
口

　

職
場
の
中
で
起
き
て
い
る
、

賃
金
や
退
職
、
人
間
関
係
な
ど

に
関
す
る
困
り
ご
と
や
疑
問
に

つ
い
て
の
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。

　

相
談
は
、
平
日
の
面
談
や
電

話
で
の
相
談
の
ほ
か
、
フ
ァ
ッ

ク
ス
や
電
子
メ
ー
ル
で
随
時
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に

相
談
く
だ
さ
い
。

問
福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局

☎
５
２
１
‐
７
５
９
４

Ｆ
Ａ
Ｘ
５
２
１
‐
７
５
９
６

事
業
主
の
み
な
さ
ん
へ

労
働
保
険
の
年
度
更
新

を
忘
れ
ず
に

　

平
成
29
年
度
の
労
働
保
険
の

年
度
更
新
の
申
告
期
限
は
7
月

10
日
月
で
す
。
期
限
ま
で
に
、

最
寄
り
の
銀
行
、
郵
便
局
、
労

働
基
準
監
督
署
、
福
島
労
働
局

で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

労
働
保
険
の
年
度
更
新
は
電

子
申
請
を
、
労
働
保
険
料
等
の

納
付
は
口
座
振
替
を
利
用
く
だ

さ
い
。

問
福
島
労
働
局
総
務
部
労
働
保

険
徴
収
室

☎
５
３
６
‐
４
６
０
７

　町では、町民の心身の健康の増進と豊かな人間形成、子どもの食育の推進、
地域の特色ある食文化の継承及び地域の活性化等を図るため食育推進計画を策
定しました。
　６月の食育月間に町全体で「早寝早起き朝ごはん運動」に取り組みましょう。
　子どもたちが健やかに成長していくためには、適度な運動、バランスの取れ
た食事、十分な休養・睡眠が大切です。就寝時間が遅くなり、朝食を摂らない
などの基本的生活習慣が乱れると、学習意欲や体力・気力の低下をもたらす原
因となります。
　また昨年の総合健診受診者の約３割が BMI25.0 以上と肥満傾向となっていま
す。朝食を抜くと肥満になりやすいと言われていることから子どもだけでなく
大人も朝食を摂りましょう。

※ BMI　身長の二乗に対する体重の比で体格を表す指数です。この BMI が男女とも 22 のときに高血圧、
　　　　高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の有病率が最も低くなると言われています。

　　　　　　BMI= 体重 (kg) ÷身長 (m) ÷身長 (m)
　　　　　　やせ (BMI18.5 未満 )　　普通 (BMI18.5 以上 25.0 未満 )　　肥満 (BMI25.0 以上 )

6 月は　　　月間です！食 育

19 18


